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 貨物自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針

 第１　現状認識

 　１　貨物自動車運送事業全体の傾向

貨物自動車運送事業は、従業員数は約 196 万人（令和元年度）、事業者数は約６万

者（平成 30 年度）、車両数は約 140 万両（平成 30 年度）、営業収入は約 16 兆円（平

成 29 年度）という市場規模であり、トンキロベースでの国内貨物輸送量の約 45 ％（平

成 30  年度）を担っている重要な産業である。

一方、貨物自動車運送事業の開始にあたって必要となる初期投資は、貨物自動車の

導入等に係るものがほとんどであり、新規参入のハードルが比較的低い。その結果、

特定事業者等（中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等をいう。

以下同じ。）の新規参入が多く、貨物自動車運送事業者のうち特定事業者等が約 99 ％

を占めていることが推定される。貨物自動車運送事業を営む特定事業者等（以下「事

業者」という。）は、荷主に比べて立場が弱いこと等から、荷主都合の荷待ち時間を

 押し付けられる等の取引環境上の課題が生じている。

　　　また、顧客の需要に合わせた多頻度小口配送を行うことにより、輸送の効率性が低

 　　下する傾向にあり、貨物自動車運送事業全体の経営力向上が求められている。

 　２　主要指標の概況

貨物自動車運送事業における運転者の年間の平均労働時間は約 2,500 時間（令和２

年度）であり、全産業の平均労働時間（約 2,100 時間）と比較して長い。一方で、積

載効率（輸送トンキロ数を能力トンキロ数で除したものをいう。以下同じ。）は約 38
％（令和元年度）、実車率（実車キロ数を走行キロ数で除したものをいう。以下同じ。）

は約 69 ％（平成 30 年度）、実働率（延実働車両数を延実在車両数で除したものをい

う。以下同じ。）は約 64 ％（令和元年度）であり、輸送の効率化が求められている。 

 第２　経営力向上の内容に関する事項

 　１　経営力向上の方向性

貨物自動車運送事業の経営力向上に向けて、従業員や貨物自動車の投入量当たりの

収益を改善することが重要である。そのためには、荷待ち時間の削減等に向けた荷主

等との取引環境の改善、事業の共同化やＩＴの利活用による輸送の効率化、事業活動

 に有用な知識や技能を有する人材の育成等を行うことが必要である。

 　２　経営力向上の内容に関する事項

 　　一　経営力向上の主な取組内容

事業者は、経営力向上に向けて、現に有する経営資源又は他の事業者から取得した

 若しくは提供された経営資源に関し、次のような取組を行うことが望ましい。

 　　　イ　人材の育成に関する事項

　　　　　経営を安定的に支える従業員を育成するため、教育、研修制度や、運転免許等

 　　　　の資格の取得支援制度等の人材育成支援制度の充実を図る。

 ロ　組織の活力の向上による人材の有効活用に関する事項

従業員の健康増進に資する取組を含む職場環境の整備改善又は従業員の適正な

評価その他の取組により、従業員の離職率低下又は意欲の増進その他組織の活

 力の向上を図り、もって従業員の能力を有効活用する。
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 　　　ハ　財務管理に関する事項

 　　　　⑴　費用の効率化

　　　　　　コストの見える化、ＰＤＣＡサイクルの徹底、業務の実施方法の標準化等を

 　　　　　図ることにより、輸送に係る費用の効率化を行う。

 　　　　⑵　適正運賃及び料金の収受

　　　　　　原価を下回る運賃及び料金によって輸送を引き受けている事業者が多数存在

　　　　　するため、原価計算の徹底や荷主との話し合い等により適正な水準の運賃及び

 　　　　　料金を収受する。

 　　　ニ　営業活動に関する事項

 　　　　⑴　荷待ち時間の削減

　　　　　　荷主による事前の積置き作業の実施等、荷主と共同した荷役作業の効率化に

 　　　　　より、荷待ち時間を削減する。

 　　　　⑵　輸送の効率化

　　　　　　他の貨物自動車運送事業者との共同輸配送の実施や自社内での車両管理の効

 　　　　　率化等による輸送の効率化を行う。

 　　　ホ　ＩＴの利活用に関する事項

求荷求車システムの活用や、荷主と事業者の間で配車管理を行うシステムの構

築等により、帰り荷の確保、積合せの徹底や時間の効率的な活用等、輸送の効率

化を行う。それに伴って、ＩＴ人材の確保・育成や、クラウドサービスの活用、

会計、人事労務、販売管理等の基幹業務システムの一括導入等により、内部業務

 を効率化する。また、ＩＴの利活用に当たっては、セキュリティ対策を講ずる。

 　　　ヘ　省エネルギーの推進に関する事項

　　　　　エネルギー使用量の見える化、エコドライブの推進、輸送の効率化等により、

 　　　　業務に係るエネルギー効率を高め、継続的なコスト削減を図る。

 　　　ト　経営資源の組合せに関する事項

　　　　　役務の提供の方法を効率化するため、現に有する経営資源及び他の事業者から

 　　　　取得した又は提供された経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用する。

 　　二　規模別の整理

 　　　　一に掲げる取組について、事業者の規模に応じ、次の表のとおり実施することを

 　　　推奨する。

分類 小規模事業者（従 中規模事業者（従 中堅事業者（従業

業員数 20  人以下） 業員数 21 人以上 員 数 501 人 以 上

500 人以下） 2,000 人以下）

人材の育成に関す 教育、研修制度の 教育、研修制度の 教育、研修制度の

   る事項 充実 充実 充実

運転免許等の資格 運転免許等の資格 運転免許等の資格

の取得支援制度の の取得支援制度の の支援制度の充実

充実 充実
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組織の活力の向上 従業員の健康増進 従業員の健康増進 従業員の健康増進

による人材の有効 等の職場環境の改 等の職場環境の改 等の職場環境の改

   活用に関する事項 善 善 善

従業員の適正な評 従業員の適正な評 従業員の適正な評

価 価 価

   財務管理に関する コストの見える化 コストの見える化 コストの見える化

事項 ＰＤＣＡサイクル ＰＤＣＡサイクル ＰＤＣＡサイクル

   の徹底 の徹底 の徹底

適正運賃及び料金 業務の実施方法の 業務の実施方法の

  の収受 標準化 標準化

適正運賃及び料金 適正運賃及び料金

の収受 の収受

   営業に活動に関す 荷役作業の効率化 荷役作業の効率化 荷役作業の効率化

る事項 他の貨物自動車運 他の貨物自動車運 他の貨物自動車運

送事業者との共同 送事業者との共同 送事業者との共同

 輸配送の 輸配送の 輸配送の

管理の効率化

ＩＴの利活用に関 求荷求車システム 求荷求車システム 求荷求車システム

   する事項 の活用 の活用 の活用

クラウドサービス 配車管理システム 配車管理システム

   の活用 の構築 の構築

基幹業務システム クラウドサービス クラウドサービス

  の導入 の活用 の活用

基幹業務システム 基幹業務システム

の導入 の導入

省エネルギーの推 エネルギー使用量 エネルギー使用量 エネルギー使用量

  進に関する事項 の見える化 の見える化 の見える化

エコドライブの推 エコドライブの推

進 進

経営資源の組合せ 現に有する経営資 現に有する経営資 現に有する経営資

に関する事項 源及び他の事業者 源及び他の事業者 源及び他の事業者

から取得した又は から取得した又は から取得した又は

提供された経営資 提供された経営資 提供された経営資

源の一体的活用 源の一体的活用 源の一体的活用

 第３　経営力向上の実施方法に関する事項

 　１　計画期間

 　　　計画期間は３年間ないし５年間とする。

 　２　経営指標等
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 　　一　現に有する経営資源を利用する場合

 　　　　計画策定に当たり、事業者が目標とすべき指標は次のとおりである。

 　　　イ　運転者の平均労働時間

　　　　　事業者の運転者の平均労働時間の計画期間中の減少率につき、５年間の計画　

　　　　の場合３％以上、４年間の場合 2.5  ％以上、３年間の場合２％以上とする。

 　　　ロ　積載効率

　　　　　事業者の積載効率の計画期間中の増加率につき、５年間の計画の場合３％以上、

　　　　４年間の場合 2.5  ％以上、３年間の場合２％以上とする。

 　　　ハ　実車率

　　　　　事業者の実車率の計画期間中の増加率につき、５年間の計画の場合３％以上、

　　　　４年間の場合 2.5  ％以上、３年間の場合２％以上とする。

 　　　ニ　実働率

　　　　　事業者の実働率の計画期間中の増加率につき、５年間の計画の場合３％以上、

　　　　４年間の場合 2.5  ％以上、３年間の場合２％以上とする。

 　　二　他の事業者から取得した又は提供された経営資源を利用する場合

　　　　計画策定に当たり、事業者が行うべき取組及び目標とすべき指標は次のとおりで

 　　　ある。

 　　　イ　事業承継の促進

事業者が事業承継等（中小企業等経営強化法第二条第十項第九号に掲げるもの

を除く。）を行う場合にあっては、次に掲げる取組を支援対象とする。 

⑴　事業の継続が困難である他の事業者の事業を承継するもののうち、事業の経

 営の承継を伴う取組

⑵　他の事業者の事業を承継するもののうち、事業承継等による経営資源の組合

 せを通じた労働生産性の向上を目的とする取組

 　　　ロ　経営指標

 　　　　⑴　運転者の平均労働時間

 　　　　　　一イに同じ。

 　　　　⑵　積載効率

 　　　　　　一ロに同じ。

 　　　　⑶　実車率

 　　　　　　一ハに同じ。

 　　　　⑷　実働率

 　　　　　　一ニに同じ。

　３　売上高が 100 億円を超えるまでの目標期間 

　　　中小企業等経営強化法施行規則（平成十一年通商産業省令第七十四号）第十六条第

三項の経済産業大臣の確認を受けて経営力向上計画の認定の申請を行おうとする事業

者は、経営力向上に係る事業の実施を通じて 100 億円を超える売上高を目指す期間（以

下「目標期間」という。）を設定するものとする。なお、目標期間は 10 年を超えない

ものとする。 

　４　経営力向上に係る事業の実施に当たり留意すべき事項 
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事業者は、経営力向上に係る事業を行うに先立ち、「ローカルベンチマーク」など

を用いて自社の現状を具体的に分析し、経営課題を整理するとともに、経営力向上に

係る事業を的確に実施するため、当該事業が経営課題の解決に資することを明確化す

 るものとする。

（注）　「ローカルベンチマーク」とは、企業の経営者等と支援機関が、企業の経営

状態を把握し、互いに対話を行うための基本的な枠組みである。具体的には、６つ

の財務情報（売上高増加率、営業利益率、一人当たり営業利益、EBITDA 有利子負

債倍率、営業運転資本回転期間及び自己資本比率）並びに商流・業務フロー及び４

つの視点（経営者、関係者、事業及び内部管理体制）に係る非財務情報から構成さ

 れる。

 第４　経営力向上の促進に当たって国が配慮すべき事項

 　１　国内の事業基盤の維持

　　　国は、海外における貨物自動車運送事業が行いやすい事業環境の整備を行うととも

 　　に、事業者が国内において本社の維持等に努めるよう促す。

 　２　雇用への配慮

　　　国は、人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない等、雇用の安定に配慮

　　する。組織再編行為が従業員に与える影響が大きいことに鑑み、事業承継等を行う場

 　　合にあっては特に配慮する。

 ３　申請手続の簡素化

国は、申請手続の負担を軽減するため、電子申請システムの開発及び利用促進に努

 める。

 　４　計画進捗状況についての調査

　　　国は、経営力向上計画の進捗状況を調査し、把握する。また、経営力向上計画の進

　　捗状況を事業者自ら定期的に把握、評価することを推奨し、事業者の行った自己評価

 　　の実施状況を把握する。

 　５　外部専門家の活用

　　　国は、経営力向上計画の認定、計画進捗状況の調査、指導・助言に際しては、その

　　事業内容及び経営目標が適切か否かを判断するに当たって、必要に応じて認定事業分

　　野別経営力向上推進機関及び認定経営革新等支援機関その他の専門家の知見を活用す

 　　る。

 　６　信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨

国は、特定事業者（中小企業等経営強化法第二条第五項に規定する特定事業者をい

う。以下同じ。）に会計の定着を図り、会計の活用を通じた経営力の向上を図ること

に加え、特定事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力を向上さ

せ、特定事業者の財務経営力の強化を図ることが、経営力向上の促進のために重要で

あるとの観点から、特定事業者に対し、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中

小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨

 する。

 ７　ＩＴ、データ等の活用の促進

国は、事業者の経営力向上に向けた自動化、遠隔対応、ビジネスモデル革新、サイ
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バーセキュリティ対策その他の取組の促進に当たって、貨物自動車運送事業の特性に

配慮しつつ、各種支援機関や取引先等を通じた面的な働きかけや共通基盤の構築等を

通じて、事業者によるＩＴ、データ等を活用した生産性の向上に係る取組を促進する

 よう努めるものとする。

 　８　事業者の規模に応じた計画認定

　　　国は、事業者による幅広い取組を促すため、事業者の規模に応じて柔軟に計画認定

 　　を行う。

 　９　事業者の事業承継の円滑化に向けた環境整備

　　　国は、事業者が事業承継を契機として経営力向上に向けた取組を行えるよう、事業

 　　者が事業承継を円滑に行うことができる環境を整備する。

　10  　地域経済の健全な発展

　　　国は、地域経済の健全な発展に配慮するため、地域経済やサプライチェーンの維持

 　　・強化に資する事業承継等に係る取組を促進する。

  第５　事業分野別経営力向上推進業務に関する事項

　　　貨物自動車運送事業分野における認定事業分野別経営力向上推進機関（以下「機関」

　　という。）は、１の要件を満たし、２の業務に取り組むための知見や能力を有する者

 　　でなければならない。

 　１　要件

 　　一　組織体制

　　　イ　貨物自動車運送事業者の多くが会員である等、貨物自動車運送業界全体のニー

 　　　　ズや動向等について、十分な知見や情報発信力があること。

　　　ロ　貨物自動車運送業界の経営力向上を推進するための人員体制が十分に確立され

 　　　　ていること。

　　　ハ　事業分野別経営力向上推進業務に相当する業務に係る１年以上の業務実務経験

　　　　を含む３年以上の普及啓発及び研修等又は調査研究に係る実務経験を有している

 　　　　者により、２に掲げる業務を行うこと。

　　　ニ　事業分野別経営力向上推進業務を行う者が中核となって、人材管理の適切な実

　　　　施等を通じ、自らの監督と責任の下に会員等を活用して、事業分野別経営力向上

 　　　　推進業務を実施する体制を有していること。

 　　二　事業基盤

　　　イ　全国に貨物自動車運送事業を行う会員を有している等、全国的な経営力向上の

 　　　　推進が可能であること。

　　　ロ　会員からの会費収入、自主事業による収入又は自治体からの財政的支援等、適

 　　　　切な収入基盤を有すること。

 　　　ハ　決算報告書等、事業基盤の健全性を確認できる書類等を作成していること。

 　２　業務

　　　コスト管理、人材育成、ＩＴの利活用等、経営力向上に関する情報の普及啓発及び

 　　研修、情報の収集、整理及び分析並びに調査研究等を行うこととする。

 　３　事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項

 　　一　国が配慮すべき事項
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　　　イ　国は、地域における事業者の支援の担い手を多様化・活性化し、事業者に対し

 　　　　て専門性の高い支援を行うための支援体制の充実を図る。

 　　　ロ　国は、機関に対して、必要な制度概要等の周知徹底に努める。

　　　ハ　国は、事業分野別経営力向上推進業務を行おうとする者が認定の申請を行う際

 　　　　に必要となる書類の簡素化に努める。

　　　ニ　国は、機関に対して、政策評価の観点から、定期的に事業分野別経営力向上推

 　　　　進業務の実施状況や成果について、任意の調査等を実施する。

　　　ホ　国は、機関に対する任意の調査等の結果、個々の機関の特性等を踏まえ、必要

　　　　に応じ、当該機関の事業分野別経営力向上推進業務の成果について報告を求める

 　　　　等により、当該機関による支援体制の状況等を把握する。

 　　二　認定事業分野別経営力向上推進機関が配慮すべき事項

　　　イ　機関は、事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって、合理的な理由なく、

 　　　　特定の事業者を支援対象から外すことのないようにする。

 　　　ロ　機関は、業務上知り得た秘密の保持による信頼の確保を図る。

 　　三　独立行政法人中小企業基盤整備機構が配慮すべき事項

　　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構は、機関の依頼に応じて、技術、海外展開、

　　　広域的販路開拓、商業活性化、知財管理等に関し専門的な知識を有する専門家の派

 　　　遣等の協力業務を行う。

 第６　適用範囲等

　　本指針の適用範囲は、日本標準産業分類に定めるもののうち、道路貨物運送業に関　

　する内容であって貨物自動車運送事業法に基づく許可を受けた又は届出をした事業者　

　に限る。


